
奈良市（建築指導課） 申請者 工事施工者

交付申請書の提出

撤去工事の相談 撤去工事の見積り

実績報告書の受付・審査

＜通知＞

補助金等交付額の決定

実績報告書の提出

補助金交付請求書の提出補助金交付の手続き

交付 指定口座へ入金

◆ 奈良市 ブロック塀等撤去費 補助金交付申請手続きフローチャート

撤去工事の契約

※ 撤去工事の契約は交付決定通知日以降に行ってください

※内容審査により、補助金の交付
対象とならない場合もあります

※令和9年2月19日(金)までに、必
要書類と共に提出してください

必要書類
• 補助金等実績報告書(第4号様式)
• 工事写真（着工前・工事中・完了後）
• 撤去工事に要した費用に係る領収書
の写し（領収書との原本照合が必要で
す。）

• 廃棄物の処分報告書（産業廃棄物管理
票建設系廃棄物マニュフェスト（E）等）
の写し

• 補助金等交付請求書(第6号様式)
• その他市長が必要と認める書類

申請の受付・審査

交付決定

支払い・領収書の受領

＜通知＞

ブロック塀等点検表（要綱第1
号様式）により点検し、

不適合箇所があることを確認

決定通知書の受領

※暴力団等の確認について、奈良
警察署等に照会を行うため、交
付決定までに日数を要します。

撤去工事の開始

撤去工事の完了

決定通知書の受領

必要書類
• 補助金等交付申請書（第１号様式）
• 補助対象事業に係る工事の見積書
• 付近見取図及び現況写真
• ブロック塀等撤去の内容を示した図書
• 工事を行う事業者の建設業の許可の
写し

• 所有者が確認できる書類
• ブロック塀等点検表（要綱第１号様式）
• 市税納付状況調査兼暴力団等の排除
に関する同意書（要綱第2号様式）

• 相手方登録申請書
• その他市長が必要と認める書類



奈良市（建築指導課） 申請者 工事施工者

交付申請書の提出

撤去工事の相談 撤去工事の見積り

実績報告書の受付・審査

＜通知＞

補助金等交付額の決定

実績報告書の提出

補助金交付請求書の提出補助金交付の手続き

交付 指定口座へ入金

◆ 奈良市 ブロック塀等撤去費 補助金交付申請手続きフローチャート
（工事内容に変更がある場合）

撤去工事の契約

※ 撤去工事の契約は交付決定通知日以降に行ってください

※内容審査により、補助金の交付
対象とならない場合もあります

※令和9年2月19日(金)までに、必
要書類と共に提出してください

必要書類
• 補助金等実績報告書(第4号様式)
• 工事写真（着工前・工事中・完了後）
• 撤去工事に要した費用に係る領収書
の写し（領収書との原本照合が必要で
す。）

• 廃棄物の処分報告書（産業廃棄物管理
票建設系廃棄物マニュフェスト（E）等）
の写し

• 補助金等交付請求書(第6号様式)
• その他市長が必要と認める書類

申請の受付・審査

交付決定

支払い・領収書の受領

＜通知＞

決定通知書の受領

※暴力団等の確認について、奈良
警察署等に照会を行うため、交
付決定までに日数を要します。

撤去工事の開始

撤去工事の完了

決定通知書の受領

必要書類
• 補助金等交付申請書（第１号様式）
• 補助対象事業に係る工事の見積書
• 付近見取図及び現況写真
• ブロック塀等撤去の内容を示した図書
• 工事を行う事業者の建設業の許可の
写し

• 所有者が確認できる書類
• ブロック塀等点検表（要綱第１号様式）
• 市税納付状況調査兼暴力団等の排除
に関する同意書（要綱第2号様式）

• 相手方登録申請書
• その他市長が必要と認める書類

支払金額が変更となった場合
再度、見積り変更について提出受付・変更内容の審査

交付再決定 決定通知書の受領

変更金額にて契約

※ 契約は交付再決定通知日以降に行ってください

必要書類 ・ 補助事業等変更・中止（廃止）承認申請書（第3号様式）
・ 変更内容及び金額のわかるもの（見積書の写し）

撤去工事内容に
変更が生じた場合

ブロック塀等点検表（要綱第1
号様式）により点検し、

不適合箇所があることを確認


